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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)を含んでおりません。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

３  第83期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については１株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。 

４  純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

  

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 14,200 15,045 16,280 30,437 31,139 

経常利益 〃 570 873 520 1,644 2,882 

中間(当期)純利益又は 

中間純損失（△） 
〃 311 △984 139 308 182

純資産額 〃 35,817 43,075 35,160 40,084 36,331 

総資産額 〃 76,325 85,067 81,149 79,406 84,379 

１株当たり純資産額 (円) 1,057.80 1,050.58 1,005.78 1,066.23 1,039.68 

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失（△） 

〃 9.37 △25.51 4,01 8.00 3.37

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

〃 8.24 - 3.95 7.69 3.34

自己資本比率 (％) 46.9 50.6 43.3 50.5 43.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 432 △2,246 939 1,576 1,200

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △984 2,350 △563 △4,584 1,190

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 1,125 1,444 △1,581 3,678 △2,339

現金及び現金同等物 

の中間期末(期末)残高 
〃 2,023 3,711 1,046 2,087 2,275

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 
(人) 

1,769 
［1,561］

2,001
［1,058］

1,905
［   1,141］

1,969 
［1,207］

1,895
［1,214］



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １  「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益又は１株当たり中間純損失」及び「潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

２ 売上高には消費税等を含んでおりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針８号）を適用し

ております。 

  

  

２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

平成１８年１０月１日をもって、株式会社メンズニューヨーカー・株式会社レディースニューヨーカー・株式

会社Ｎ．Ｙ．クロージング・株式会社バークレイおよび株式会社マイスーツクラブを平成18年8月21日に設立し

た株式会社ニューヨーカーに合併しております。 

また、ニット事業を統合し製品の企画・生産の効率化のため、株式会社パピー・株式会社パップスおよび株式会

社ジャルダンが合併し、株式会社パピージャルダンとしてスタートしております。     

  

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 2,722 2,594 2,694 5,450 5,201 

経常利益 〃 1,349 1,098 1,264 2,030 2,323 

中間(当期)純利益又は 

中間純損失（△） 
〃 930 △228 15 1,035 582

資本金 〃 4,231 6,891 6,891 4,562 6,891 

発行済株式総数 (千株) 36,938 42,696 37,696 37,654 37,696 

純資産額 (百万円) 31,203 39,257 30,542 35,792 31,833 

総資産額 〃 64,719 75,127 72,136 69,490 74,696 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 25.00 30.00

自己資本比率 (％) 48.2 52.3 42.3 51.5 42.6 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数] 
(人) 

68 
[13]

48
[14]

33
[ 5]

64 
[16]

31
[14]



３ 【関係会社の状況】 

(1) 新規 

株式会社ニューヨーカーを平成18年8月21日に設立し、関係会社（連結子会社）と致しました。 

(名称) 株式会社ニューヨーカー(連結子会社) 

(住所) 東京都千代田区 

(資本金) 300百万円   (主な事業の内容)  衣料製品事業 

(議決権に対する提出会社の所有割合) 100.0％ 

(関係内容) 当社グループの製品を販売しております。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注)  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の従業員の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

名称   ＵＩゼンセン同盟ダイドーグループユニオン 

（上部団体  ＵＩゼンセン繊維関連部会） 

組合員数 144名（平成18年9月30日現在） 

労使関係 正常かつ安定した労使関係を維持しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

衣料原料   470  (172) 

衣料製品   1,358  (953) 

不動産賃貸等    44  (11) 

全社（共通）    33   (5) 

合計  1,905 (1,141) 

従業員数(人) 33 (5) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の我が国経済は、原油価格の上昇などの不安定な要因を抱えながらも、円安や低金利基調の継続にも助けられ

て、大企業を中心とした企業収益の向上や設備投資の堅調により景気は拡大基調を続けました。しかしながら持続的な景気の拡大に

もかかわらず、定期給与の減少や物価の下落が見られるなど過去の景気上昇期には見られない展開となり、このため当業界に最も影

響の大きい個人消費需要にはさしたる動意が感じられず、また地域間格差の拡大もあって総じては回復の実感のないままに推移いた

しました。 

繊維・衣料業界においても、梅雨明けの遅れのため夏物商戦が伸び悩むなど低調に推移し、百貨店の衣料品売上高も総じては前年

割れとなりました。 

この中にあって当社は、市場の変化に迅速に対応すべく業種毎の分社グループ経営体制をとり、各社は情報の共有と相互の連携を

深め、企業集団としての総合力の強化に努めてまいりました。 

当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は１６，２８０百万円（前年同期比８．２％増）と増加いたしましたが、これ

は当中間連結会計期間から衣料製品売上高の計上基準を事業の実態に合わせて変更したことによるものであります。すなわち、従来

は販売先への納入（卸売）金額により計上しておりましたが、当期より店頭販売（小売）金額で計上し、この差額を歩合家賃として

販売費に計上することといたしました。この結果、売上高と販売費はそれぞれ歩合家賃相当額２，０８５百万円増加いたしておりま

すが、営業利益以降についての影響はありません。 

なお、前中間連結会計期間と同じ基準による売上高は、１４，１９５百万円（前年同期比５．６％減）となりましたが主な要因

は、前連結会計年度に株式会社ジャルダンのジャルダンブランドの撤退による売上高の減少８１１百万円およびファミリーカジュア

ル事業のカゾックの事業撤退による売上高の減少２０１百万円によるものです。営業利益は繊維業界全般に低調のなか営業損失１０

５百万円（前年同期は営業利益１３０百万円）、経常利益５２０百万円（前年同期比４０．５％減）となりました。中間純利益につ

きましては、前年中間連結会計期間に特別退職金等の多額の特別損失を計上いたしましたが、当中間連結会計期間はこの負担がない

ため１３９百万円（前年同期は中間純損失９８４百万円）となりました。 

単体業績の売上高は２，６９４百万円（前年同期比３．９％増）、経常利益は１，２６４百万円（前年同期比１５．１％増）とな

りましたが、連結子会社２社（株式会社ダイドートレーディングおよび株式会社ギーブスアンドホークスジャパン）に対する貸倒引

当金および投資損失引当金等を特別損失に１，１４８百万円を計上致しました結果、中間純利益は１５百万円（前年同期は、中間純

損失２２８百万円）となりました。 

  

  

（衣料原料事業） 

毛織物業界におきましては、生産拠点の海外移転に加え流行面でのウール素材離れもあって、国内産地は生産設備の老朽化と人材

の高齢化がさらに進行しております。 

当社は生産工場を既に中国に移転しておりますが、引き続き各工場とも新品種の開発と品質の向上につとめるとともに、各工程共

に積極的に受注活動を行い安定操業の確保と稼働率の向上をはかってまいりました。また本年2月に締結いたしました株式会社ソトー

（愛知県尾西市、染色整理業、東京2部・名古屋2部に上場）との業務提携契約により技術者の派遣をうけて、生産品目の拡大につと

めてまいりました。 

織物販売については、高級梳毛紳士服地を主力とする当社はスーツ需要の減退に加えて、欧州ブランドの攻勢もあり遺憾ながら前

年実績を下回る結果となりました。手編毛糸販売については、当連結会計年度末までに予定しているニット関連子会社の統合に備え

て大幅な在庫処理を先行させましたため、売上高こそ前年同期比で増加いたしましたものの、収益面では大きく後退をいたしまし

た。 



以上の結果、衣料原料事業の売上高は１，７５８百万円（前年同期比１５．７％減）、営業損失２５４百万円（前年は営業利益９

百万円 ）となりました。 

  

（衣料製品事業） 

当事業におきましては、全社を通じて「お客様第一」「品質本位」の基本を共有し、ブランドの理念を鮮明にして企画提案力の強

化をはかるとともに、企画から製造・物流・店頭販売に至る全工程を通じて業務の改善に取り組み、事業としての総合的品質の向上

をはかってまいりました。縫製工程につきましては、紳士服全般にかつての低価格一辺倒から高級ゾーンが見直されているため、当

社の技術が評価されて堅調に推移いたしました。 

「メンズニューヨーカー」ブランドにつきましては、昨夏の「クールビズ」効果の反動もあって中弛みの月はありましたが、スー

ツ・ドレスシャツ販売の不振をジャケット・カジュアルボトムスがカバーし、また時期を得たジャストシーズン対策とニット等の充

実もあって前年同期の実績を確保いたしました。「ギーブスアンドホークス」ブランドについては、本格的に販売を開始いたしまし

たが未だ創業期にあり、販売経費が先行し収益を計上できぬ状況にあります。 

「レディースニューヨーカー」ブランドにつきましては、当中間連結会計期間については盛夏シーズン後の初秋に向けたカットソ

ーやワンピース等の商品を充実させてプロパー売上比率の増加をはかりました。これにより売上総利益率は改善いたしましたものの

売上計画は未達となりましたため、販売経費が増加し営業利益は前年同期並に留まりました。ジャルダン株式会社は、前期末をもっ

て百貨店向け婦人ニット衣料事業を廃止し、当期からは他社ブランド（ＯＥＭ生産）に特化いたしております。 

以上の結果、衣料製品事業の売上高１１，６６１百万円（前年同期比１２．２％増）となり、前中間連結会計期間と同じ基準によ

る売上高は９，５７６百万円（前年同期比７．９％減）となりました。この減少要因は、ジャルダンブランドの撤退による減少８１

１百万円およびファミリーカジュアル事業の撤退により２０１百万円減少したことによるものです。売上高減少による売上総利益の

減少と経費率の上昇により営業損失３８７百万円（前年同期は営業損失１８９百万円）となりました。 

  

（不動産賃貸等事業） 

不動産賃貸等事業は、商業施設「ダイナシティ」とオフィスビルの賃貸管理がその主な事業内容であります。 

「ダイナシティ」は神奈川県の小田原市に立地しておりますが、全国的に出店ラッシュが継続しておりますが、営業は堅調に推移

し、売上高は前年同期の水準を確保しております。しかしながら工場跡地の有効活用として事業を開始してから満１３年が経過して

修繕費等の経費が増加してきておりますため営業利益は若干の減少となりました。他方でオフィス賃貸面積の増加もあり、売上高

３，０７８百万円（7．6％増）、営業利益は前年同期と同額の１，０５３百万円を計上いたしました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金および現金同等物は、前連結会計期間末に比べ1,228百万円減少し1,046百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益344百万円および固定資産減価償却費1,299百万円を計

上しましたが、たな卸資産の増加による支出637百万円と営業債権・債務等の増減により939百万円の収入超過となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用されたキャッシュ・フローはおもに有形固定資産の取得559百万円等により、563百万円支出超過となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用されたキャッシュ・フローは、配当金の支払額1,046百万円および長期借入金の返済833百万円がありました

が、短期借入金の増加による300百万円の収入もあり、1,581百万円の支出超過となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額は、販売価額によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額はセグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当業界におきましては、成熟化した市場でグローバルな企業間・ブランド間競争の下で、消費者の選別はより厳

しさを増してきております。 

当社グループといたしましては、厳しい経営環境を直視してグループ各社が各々の事業分野においてファッショ

ン性の高い素材への取り組み、提案力の強化、特殊機能素材の開発など、確固たるポジションを得るべく、その事

業運営に責任を持ちつつ、グループが一体となって相乗効果を発揮し経営全般にわたって効率化を推進して収益体

質の構築、強化をはかってまいります。さらに、海外事業の強化と拡大がますます重要となっており、当社グルー

プの総力を結集し、取り組んでまいります。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

衣料原料 825 91.0 

衣料製品 7,137 90.9 

合計 7,962 90.9 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

衣料原料 1,727 △7.3 

衣料製品 11,633 12.5 

不動産賃貸等 2,919 2.9 

合計 16,280 8.2 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において主要な設備の異動はありません。 

  

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注)  提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 37,696,897 37,696,897

東京証券取引所
市場第一部 
名古屋証券取引所 
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 37,696,897 37,696,897 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

  新株予約権 

（平成14年6月27日定時株主総会特別決議） 

（注1） 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価格」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

行使価格は、新株予約権を発行する日(以下、「発行日」という。)の属する月の前月の各日（取引が成立して

いない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平

均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が発行日の終値（当日に終値が

ない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、発行日の終値とする。 

なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価格をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる

1円未満の端数は、これを切り上げる。 

  

  

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法に基づく転換社債の転換の

場合を除く。）は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げ

る。 

  

  
  

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。 

③ 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価格の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価格を調整するものとす

る。 

（注2）① 各新株予約権の一部行使はできないこととする。 

② その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。 

  

  

  
事業年度末現在

（平成18年9月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数     400個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数        400,000株を上限とする。 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （注1） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成14年7月1日から 

平成20年6月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 

発行価格  607 円
資本組入額 304 円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注2） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは当社取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
１

株式分割・併合の比率

調 整 後 
発行価額 

＝ 
調 整 前
発行価額 

× 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



  

（平成17年6月29日定時株主総会特別決議） 

（注1） 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価格」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

（注2）① 新株予約権者は、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位

をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から新株予約権を行使できるものとする。 

② 前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の（ア）または（イ）に定める場合には、それぞれに定める期間内

に限り新株予約権を行使することができる。 

（ア） 新株予約権が平成46年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46年7月1日か

ら平成47年6月29日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで 

（イ） 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案またもしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場

合、当該承認日の翌日から15日（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日）

③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場合相続人

は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、そ

の前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。 

④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

  

  

（平成18年7月10日取締役会決議） 

  
事業年度末現在 

（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数     264個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数        26,400株を上限とする。 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （注1） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年6月30日から 

平成47年6月29日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 

発行価格  1円
資本組入額 1円 

同左 

新株予約権の行使の条件 （注2） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは当社取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

  
事業年度末現在 

（平成18年9月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数 197個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 19,700株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 （注1） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年7月26日から 

平成48年7月25日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額 

発行価格  1円
資本組入額 1円 

同左 



（注1） 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額（以下、「行使価格」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

（注2）① 新株予約権者は、当社の取締役（委員会等設置会社における執行役を含む。）および監査役のいずれの地位

をも喪失した日から原則として１年を経過した日（以下、「権利行使開始日」という。）から５年間新株予約

権を行使できるものとする。 

② 前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の（ア）または（イ）に定める場合には、それぞれに定める期間内

に限り新株予約権を行使することができる。 

（ア） 新株予約権が平成47年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成47年7月1日から平成48年7月25日（ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日）まで 

（イ） 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子

会社となる株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合

当該承認日の翌日から15日（ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日） 

③ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、承継者は、新株予約権を

承継した日から3ヶ月に限り、新株予約権を行使することができる。 

  

新株予約権の行使の条件 （注2） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは当社取

締役会の承認を要するものとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

  

（注）1 当中間会計期間末現在における、住友信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握することができな

いため記載しておりません。 

（注）2  当中間会計期間末現在における、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握

することができないため記載しておりません。 

（注）3  当中間会計期間末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として

把握することができないため記載しておりません。 

（注）4 上記のほか、自己株式が 2,798千株あります。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金
増減額 
(百万円) 

資本金
残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
－ 37,696 － 6,891 － 8,147

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

  
株式会社オンワード樫山 
  

東京都中央区日本橋３丁目10-5 4,990 13.24

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27-2 2,345 6.22 

住友信託銀行株式会社（注）1 大阪府大阪市中央区北浜４丁目5-33 1,634 4.33 

  
日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口)（注）2 
  

東京都港区浜松町２丁目11-3 1,289 3.42

株式会社ソトー 愛知県一宮市篭屋５丁目1-1 1,250 3.32 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口)（注）3 

東京都中央区晴海1丁目8-11 1,245 3.31 

  
株式会社みずほコーポレート銀行 
  

東京都千代田区丸の内１丁目3-3 1,128 2.99

  
ソニー生命保険株式会社 
  

東京都港区南青山1丁目1-1 1,111 2.95

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌ エイ ロンドン 
（常任代理人 株式会社みずほコー
ポレート銀行兜町証券決済業務室） 
  

WOOLGATE  HOUSE,  COLEMAN  STREET  LONDON
EC2P 2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町6-7） 
  

1,048 2.78

明治安田生命保険相互会社 
  

東京都千代田区丸の内２丁目1-1 931 2.47

計 ― 16,974 45.03 



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注)1「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が2株含まれております。 

2「完全議決権株式（その他）」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,000株ありますが、議決権の数には含め

ておりません。 

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ―     ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式）
普通株式 2,798,500

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

34,877,400 
348,764 同上 

単元未満株式 
普通株式 

20,997 
― 同上 

発行済株式総数 37,696,897 ― ― 

総株主の議決権 ― 348,764 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数の
合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
株式会社ダイドーリミテッド 

東京都千代田区外神田
三丁目1番16号 

2,798,500 ― 2,798,500 7.42

計 ― 2,798,500 ― 2,798,500 7.42 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 1,719 1,711 1,730 1,810 1,848 1,845 

最低(円) 1,564 1,515 1,516 1,640 1,620 1,612 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30

日まで)及び当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間

会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     3,711   1,046    2,275  

２ 受取手形及び売掛金 ※４   3,567   3,328    3,778  

３ たな卸資産     8,108   7,688    7,071  

４ 繰延税金資産     945   511    757  

５ その他     4,405   1,368    1,719  

 貸倒引当金     △22   △4    △70  

流動資産合計     20,715 24.4  13,939 17.2   15,531 18.4

Ⅱ 固定資産                

1 有形固定資産 ※１              

(1) 建物及び構築物   39,430    40,681   40,568    

減価償却累計額   △19,429 20,000  △22,247 18,434  △21,388 19,180  

(2) 機械装置及び運搬具   4,166    4,529   4,496    

減価償却累計額   △2,404 1,761  △2,911 1,618  △2,815 1,681  

(3) 土地     1,554   1,549    1,552  

(4) 建設仮勘定     3   10    17  

(5) その他   872    954   947    

減価償却累計額   △577 294  △659 294  △636 311  

有形固定資産合計     23,615   21,906    22,744  

2 無形固定資産                

(1) ソフトウェア     329   266    306  

(2) 連結調整勘定     46   ―    45  

(3) のれん     ― 

239 

  39

273

   ― 

244 

 

(4) その他           

無形固定資産合計     615   579    596  

3 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券     37,597   41,749    41,922  

(2) 繰延税金資産     92   107    146  

(3) その他     2,717   3,129    3,656  

貸倒引当金     △286   △262    △218  

投資その他の資産合計     40,121   44,724    45,506  

固定資産合計     64,352 75.6  67,210 82.8   68,847 81.6

資産合計     85,067 100.0  81,149 100.0   84,379 100.0

            



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形及び買掛金 ※４   2,725   3,152    2,399  

２ 短期借入金     6,812   12,012    11,710  

３ 長期借入金(一年以内)     ―   2,916    2,291  

４ 未払法人税等     82   85    485  

５ 賞与引当金     109   65    134  

６ 返品調整引当金     16   ―    ―  

７ その他     5,103   3,062    3,753  

流動負債合計     14,848 17.5  21,294 26.2   20,773 24.6

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※３   8,000   6,251    7,709  

２ 預り保証金 ※１   11,704   10,985    11,486  

３ 長期前受金 ※１   1,440   1,344    1,392  

４ 繰延税金負債     3,753   5,612    5,940  

５ 退職給付引当金     1,439   ―    ―  

６ 役員退職慰労引当金     449   355    451  

７  連結調整勘定     262   ―    204  

８  負ののれん     ―   145    ―  

９ その他     79   ―    72  

固定負債合計     27,129 31.9  24,694 30.5   27,256 32.3

負債合計     41,978 49.4  45,989 56.7   48,029 56.9

(少数株主持分)                

少数株主持分     13 0.0  ― ―   18 0.0

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     6,891 8.1  ― ―   6,891 8.2

Ⅱ 資本剰余金     9,648 11.3  ― ―   9,633 11.4

Ⅲ 利益剰余金     24,860 29.2  ― ―   17,634 20.9

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金     3,772 4.4 ― ―   6,392 7.6

Ⅴ  為替換算調整勘定     146 0.2  ― ―   475 0.6

Ⅵ 自己株式     △2,244 △2.6  ― ―   △4,696 △5.6

資本合計     43,075 50.6  ― ―   36,331 43.1

負債、少数株主持分 
及び資本合計     85,067 100.0 ― ―   84,379 100.0



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  6,891 8.5   ― ―

２ 資本剰余金     ― ―  9,633 11.9   ― ―

３ 利益剰余金     ― ―  16,675 20.5   ― ―

４ 自己株式     ― ―  △4,697 △5.8   ― ―

株主資本合計     ― ―  28,503 35.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
評価差額金     ― ― 6,178 7.6   ― ―

２ 為替換算調整勘定     ― ―  418 0.5   ― ―

評価・換算差額等合計     ― ―  6,596 8.1   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ―  13 0.0   ― ―

Ⅳ 少数株主持分     ― ―  46 0.1   ― ―

純資産合計     ― ―  35,160 43.3   ― ―

負債純資産合計     ― ―  81,149 100.0   ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     15,045 100.0  16,280 100.0   31,139 100.0

Ⅱ 売上原価     8,401 55.9  8,125 49.9   16,965 54.5

売上総利益     6,644 44.1  8,154 50.1   14,173 45.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   6,513 43.3  8,259 50.7   12,971 41.6

営業利益又は 
営業損失（△）     130 0.8 △105 △0.6   1,201 3.9

Ⅳ 営業外収益                

1 受取利息   309    328   599    

2 受取配当金   199    206   638    

3 持分法による投資利益   259    246   539    

4 為替差益   98    ―   264    

5 その他   138 1,006 6.9 159 941 5.8 302 2,344 7.5

Ⅴ 営業外費用                

1 支払利息   159    206   319    

2 為替差損 

3 自己株式取得関連費用 

  

  

― 

― 

  

  

 

 

22

―

 

 

 

 

― 

81 

  

  

 

 

4 その他   102 262 1.9 86 315 2.0 263 663 2.1

経常利益     873 5.8  520 3.2   2,882 9.3

Ⅵ 特別利益                

1 投資有価証券売却益   276    ―   276    

2 退職給付引当金戻入益   114    ―   ―    

3 固定資産売却益 ※２ 32    ―   201    

4 貸倒引当金戻入益 

5 確定拠出年金移行差額 
  

4 

― 

  

  

 

 

―

―

 

 

 

 

4 

198 

  

  

 

 

6 持分変動損益   ― 

― 

   4

―

  ― 

15 

   

7 その他   427 2.8 4 0.0 696 2.2

Ⅶ 特別損失                

1 特別加算退職金   2,353    ―   2,348    

2 減損損失 ※４ 363    ―   363    

3 固定資産除売却損 ※３ 62    86   202    

4 投資有価証券評価損   8    ―   ―    

5 投資有価証券売却損   

  

97    ―   100   

  

 

 6 事業撤退損失 ―     89     ― 

7 その他   0 2,887 19.1 3 180 1.1 73 3,088 9.9

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前 
中間純損失（△） 

    △1,585 △10.5 344 2.1   489 1.6

法人税、住民税及び事業税   176    46   356    

過年度法人税等   △99    41   114    

法人税等調整額   △675 △598 △4.0 116 204 1.2 △  161 309 1.0

少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
    △2 △0.0  0 0.0   △2 △0.0

中間(当期)純利益又は 

中間純損失（△） 
    △984 △6.5 139 0.9   182 0.6



  

③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

   

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     7,319   7,319 

Ⅱ  資本剰余金増加高           

転換社債の転換による増加   2,329 2,329 2,329 2,329 

Ⅲ  資本剰余金減少高           

自己株式処分差損   ― ― 15 15 

Ⅳ  資本剰余金中間期末(期末)残高     9,648   9,633 

            

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     26,817   26,817 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

 当期純利益   ― ― 182 182 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

1 配当金   939   939   

2 役員賞与   33   33   

3 中間純損失   984   ―   

4 自己株式の償却額   ― 1,956 8,393 9,365 

Ⅳ  利益剰余金中間期末(期末) 残高     24,860   17,634 

       



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

（注）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,891 9,633 17,634 △4,696 29,462 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当（注）     △1,046   △1,046 

 役員賞与（注）     △48   △48 

 中間純利益     139   139 

 自己株式の取得       △1 △1 

その他     △3   △3 

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額） 

          

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

- - △958 △1 △959 

平成18年９月30日残高（百万円） 6,891 9,633 16,675 △4,697 28,503 

  
評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計

その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,392 475 6,868 - 18 36,349 

中間連結会計期間中の変動額             

 剰余金の配当（注）           △1,046 

 役員賞与（注）           △48 

 中間純利益           139 

 自己株式の取得           △1 

その他           △3 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額（純額） 

△214 △57 △271 13 28 △229 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△214 △57 △271 13 28 △1,189 

平成18年９月30日残高（百万円） 6,178 418 6,596 13 46 35,160 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前 
中間純損失（△） 

 △1,585 344 489

減価償却費   1,321 1,299 2,547 

貸倒引当金の減少額(△)   △21 △21 △41 

減損損失   363 - 363 

賞与引当金の増加額 
又は減少額(△) 

 △58 △68 △33

退職給付引当金の 
減少額(△) 

 △399 - △1,830

受取利息及び受取配当金   △509 △535 △1,237 

支払利息   159 206 319 

持分法による投資利益(△)   △259 △246 △539 

為替差損又は差益(△)   △98 22 △310 

投資有価証券売却益(△)   △178 - △175 

投資有価証券評価損 
又は評価益（△） 

 8 - △0

固定資産除売却損   30 80 0 

売上債権の減少額   333 432 168 

たな卸資産の増加額(△) 
又は減少額 

  △351 △637 753 

その他の流動資産の 
増加額（△)又は減少額 

 △3,160 296 △166

仕入債務の増加額 
又は減少額(△) 

 △471 765 △827

預り保証金等の減少額(△)   △209 △577 △504 

その他の流動負債の増加額
又は減少額（△） 

  562 △671 1,442 

特別退職金   2,353 - 2,348 

その他   △82 277 △149 

小計   △2,252 968 2,618 

利息及び配当金の受取額   702 583 1,715 

利息の支払額   △76 △125 △194 

特別退職金   △295 - △2,348 

法人税等の支払額(△)   △325 △486 △590 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,246 939 1,200



  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

  
投資有価証券の売却 
による収入 
  

 2,646 - 2,672

  
投資有価証券の取得 
による支出 
  

 △0 △37 △204

  
有形固定資産の売却 
による収入 
  

 78 1 237

  
有形固定資産の取得 
による支出 
  

 △402 △559 △632

  
無形固定資産の取得 
による支出 
  

 △43 △30 △108

その他投資の回収 
による収入 

 76 7 101

  
その他 
  

 △4 56 △875

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,350 △563 1,190

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

  
短期借入金の純増加高 
又は純減少高（△） 
  

 △3,254 300 1,821

  
長期借入金の借入収入 
  

 8,000 - 10,000

長期借入金の返済 
による支出 

 - △833 -

  
自己株式の売却による収入 
又は取得による支出（△） 
  

 △2,186 - △13,046

  
転換社債償還による支出 
  

 △176 - △176

  
配当金の支払額 
  

 △939 △1,046 △939

その他 
  

 
-
  

△1
  

-
  

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,444 △1,581 △2,339

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 75 △23 136

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増加額又は減少額(△) 

 1,623 △1,228 187

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 2,087 2,275 2,087

Ⅶ  現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※1 3,711 1,046 2,275



  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

24社 

主な連結子会社の名称 

株式会社メンズニューヨーカー 
株式会社レディースニューヨーカー 

ミリオンテックス株式会社 

株式会社パピー 

株式会社ユースーツ 

大同利美特（上海）有限公司 

株式会社ダイナシティ 
株式会社ダイドートレーディング 

ジャルダン株式会社 

当中間連結会計期間において、

北京紐約克服装販売有限公司およ

び株式会社ジェイ・ディ・ビジネ

スクリエイションを新設登記いた

しました。 

株式会社ウールロードクラブは

社名を株式会社Ｎ．Ｙ．クロージ

ングに変更し、連結子会社としま

した。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

26社 

主な連結子会社の名称 

株式会社メンズニューヨーカー 
株式会社レディースニューヨーカー 

ミリオンテックス株式会社 

株式会社パピー 

株式会社ユースーツ 

大同利美特（上海）有限公司 

株式会社ダイナシティ 
株式会社ダイドートレーディング 

ジャルダン株式会社 

当中間連結会計期間において、

新規設立した株式会社ニューヨー

カーを新規連結子会社としており

ます。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

25社 

主な連結子会社の名称 

株式会社メンズニューヨーカー 
株式会社レディースニューヨーカー 

ミリオンテックス株式会社 

株式会社パピー 

株式会社ユースーツ 

大同利美特（上海）有限公司 

株式会社ダイナシティ 

  

  

当連結会計年度において株式

会社ダイドーシェアードサービ

ス、株式会社Ｎ．Ｙ．クロージ

ング、北京紐約克服装販売有限

公司および株式会社ジェイ・デ

ィ・ビジネスクリエイションの4

社を新規連結子会社としており

ます。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

有限会社千代田工業 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社３社は、いずれも

小規模であり、総資産、売上高、

中間純損益及び利益剰余金等は、

いずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

有限会社千代田工業 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

有限会社千代田工業 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

２社 

株式会社ブルックスブラザーズ

ジャパン及び株式会社リバティ

ジャパン 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

２社 

株式会社ブルックスブラザーズ

ジャパン及び株式会社リバティ

ジャパン 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数 

２社 

株式会社ブルックスブラザー

ズジャパン及び株式会社リバ

ティジャパン 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社(有限会社千代田工業

他)は、それぞれ中間連結純損

益及び連結利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外してお

ります。 

  

(2)  同左 

  

  

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社(㈲千代田工業他)

は、それぞれ連結純損益及び

連結利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外して

おります。 

  

  



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(3) 持分法適用会社の株式会社ブ

ルックスブラザーズジャパンの

中間決算日は1月31日でありま

すが、中間連結財務諸表を作成

するに当たっては7月31日に中

間決算に準じた仮決算に基づく

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

同じく持分法適用会社の株式

会社リバティジャパンの中間決

算日は6月30日でありますが、

中間連結財務諸表を作成するに

当たっては同日現在の中間財務

諸表を使用しております。 

  

(3)  同左 

  

  

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社のうち、大同利美特

（上海）有限公司等の中国所在の

9社の中間決算日は6月30日であ

り、中間決算日の財務諸表を使用

しております。また、7月１日か

ら中間連結決算日までの期間に発

生した重要な取引につきまして

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

その他の連結子会社は、中間連

結財務諸表提出会社と同じ決算日

であります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社のうち、大同利美特

（上海）有限公司等の中国所在の

9社の決算日は12月31日でありま

す。 

持分法適用会社の株式会社ブル

ックスブラザーズジャパンの決算

日は7月31日でありますが1月に本

決算に準じた仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。同じく

持分法適用会社の株式会社リバテ

ィジャパンの決算日は6月30日で

ありますが、12月に本決算に準じ

た仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。 

その他の連結子会社は、連結財

務諸表提出会社と同じ決算日であ

ります。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの… 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの… 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(1) 時価のあるもの… 

連結決算日の市場価格に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定） 

(2) 時価のないもの… 

移動平均法による原価法 

(2) 時価のないもの… 

同左 
(2) 時価のないもの… 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

  同左 
―――――――――― 

③ たな卸資産…主として総平

均法による低価法によってお

ります。 

③ たな卸資産…主として総平

均法による低価法、一部在外

連結子会社については売価還

元法によっております。 

② たな卸資産… 

 同左 



  
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

本社ビル及び賃貸固定資産

の一部は定額法、その他は定

率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除

く)については、定額法を採

用しております。 

また、在外連結子会社につ

いては当該国の会計基準の規

定による定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  

建物及び構築物 10年～50年 

機械装置及び 

運搬具 
10年～20年 

その他 10年～20年 
  

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

  

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

  

同左 

② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。 

  

② 無形固定資産 

  

同左 

② 無形固定資産 

  

同左 

（3）重要な繰延資産の処理方法 

連結子会社の開業費は、繰延

資産に計上し、開業年度に一括

償却処理することとしておりま

す。 

  

  
――――――――― （3）重要な繰延資産の処理方法 

連結子会社の開業費は、繰延

資産に計上し、開業年度に一括

償却処理することとしておりま

す。 

  

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため一般債権について

は貸倒実績繰入率により、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

  

（3）重要な繰延資産の処理方法 

① 貸倒引当金 

  

同左 

  

  

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

  

同左 

  

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

② 賞与引当金 

  

同左 

  

② 賞与引当金 

  

同左 

  

  

③ 返品調整引当金 

返品による損失に備えるた

め、返品の実績率に応じて引

当計上しております。 

  
――――――――― ――――――――― 

  



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

④ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき当中間連
結会計期間末において発生し
ていると認められる額を計上
しております。 
数理計算上の差異について
は、翌連結会計年度において
全額費用処理することとして
おります。 
  

  

――――――――― 

③ 退職給付引当金 
当社及び国内連結子会社の
企業年金基金制度については
平成18年3月31日をもって終
了し、平成18年4月1日より確
定拠出年金制度へ移行してお
ります。 
  

⑤ 役員退職慰労引当金 
中間連結財務諸表提出会社
および国内連結子会社1社
は、役員の退職金の支給に備
えるため、内規に基づく中間
連結会計期間末要支給額を計
上しております。 
中間連結財務表提出会社は
平成17年６月29日開催の株主
総会の決議により、役員退職
慰労金制度を廃止しておりま
す。 
なお、役員退職慰労引当金
の既引当残高は各役員の退職
時に当該役員に対する引当額
を取り崩し支給することとし
ております。 
その他の国内連結子会社お
よび在外連結子会社は役員退
職慰労金の制度を有しており
ません。 
  

③ 役員退職慰労引当金 
同左 

④ 役員退職慰労引当金 
連結財務諸表提出会社及び
国内連結子会社1社は、役員
の退職金の支給に備えるた
め、内規に基づく連結会計年
度末要支給見込額を計上して
おります。 
連結財務諸表提出会社は平

成17年6月29日開催の株主総会
の決議により、役員退職慰労
金制度を廃止しております。 
なお、役員退職慰労引当金

の既引当残高は各役員の退職
時に当該役員に対する引当額
を取り崩し支給することとし
ております。 
その他の国内連結子会社お

よび在外連結子会社は役員退
職慰労金の制度を有しており
ません。 
  

(5) 重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、
在外子会社等の資産及び負債
は、中間決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益及び
費用は期中平均相場により円貨
に換算し、換算差額は少数株主
持分及び資本の部における為替
換算調整勘定に含めておりま
す。 

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 
外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額は損
益として処理しております。な
お、在外子会社等の資産及び負
債は、中間決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及
び費用は期中平均相場により円
貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定
および少数株主持分に含めて計
上しております。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、
在外子会社の資産及び負債は、
連結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換
算しております。換算差額は、
少数株主持分及び資本の部にお
ける為替換算調整勘定に含めて
計上しております。 

(6) リース取引の会計処理 
リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に
係る方法に準じた会計処理によ
っております。 
  

(6) リース取引の会計処理 
同左 

(6) リース取引の会計処理 
同左 

(7) 消費税等の会計処理 
税抜方式によっております。 
  

(7) 消費税等の会計処理 
同左 

(7) 消費税等の会計処理 
同左 



  

  

会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲 
  中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び現金
同等物)は、手許現金随時引き出
し可能な預金及び容易に換金可能
であり、かつ価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得日
から３ヶ月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっておりま
す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲 
同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 
  連結キャッシュ・フロー計算書
における資金(現金及び現金同等
物)は、手許現金随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ価値の変動について僅少
なリスクしか負わない取得日から
３ヶ月以内に償還期限の到来する
短期投資からなっております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

（固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、「固

定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会  平成14年８月9

日））および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しておりま

す。これにより営業利益及び経常

利益は31百万円増加し、税金等調

整前中間純損失は331百万円増加

しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき当該各資産の金額から

直接控除しております。 

――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準)

 当連結会計年度より、「固

定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平

成14年８月9日））および「固

定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準

委員会  平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利

益は49百万円増加し、税金等

調整前当期純利益は、182百万

円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規

則に基づき当該各資産の金額か

ら直接控除しております。 

 

  

 

    



  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第5

号平成17年12月9日)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会

計基準適用指針第8号平成17年12

月9日)を適用しております。従来

の資本の部の合計に相当する金額

は35,100百万円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

における中間連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

  

――――――――― 

――――――――― （売上高の計上基準の変更） 

従来、百貨店等の取引につきま

して店頭売上高から歩合家賃を控

除した金額を「売上高」として計

上いたしておりましたが、売上高

とそれに対応する諸利益率(売上

総利益率、営業利益率)をより適

正に表示することから、百貨店等

との取引形態が消化取引へ完全に

移行したことに伴い、当中間連結

会計期間より、店頭販売価格を

「売上高」に計上し、歩合家賃を

「販売費及び一般管理費」に計上

する方法に変更しました。 

なお、この変更により、売上高

と販売費及び一般管理費はそれぞ

れ2,085百万円増加しております

が、営業利益に与える影響はあり

ません。 

  

――――――――― 

――――――――― （ストック・オプション等に関す

る会計基準） 

当中間連結会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準第8号平成17

年12月27日)及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針

第11号平成18年5月31日)を適用し

ております。この変更による損益

への影響は軽微であります。 

――――――――― 



  

表示方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――――――――――――――― 

  

  

――――――――――――――――― 

  

（中間連結貸借対照表） 

１ 前中間連結会計期間において「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、「のれん」又は「負の

のれん」と表示してあります。 

２ 前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりまし

た「返品調整引当金」（当中間連結会計期間末の残

高は1百万円）は、負債及び純資産の合計額の1/100

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて

表示することにしました。 

（中間連結キャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「会員権の評

価損」は、当中間連結会計期間において、金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めております。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「会員権の評価損」は０百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の

売却による収入又は取得による支出(△)」は、当中間

連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなった

ため「その他」に含めております。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「自己株式の売却による収入又は取得による支出

(△)」は△1百万円であります。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 
及び構築物 

8,950百万円

機械装置 
及び運搬具 

41 

土地 25 

その他 7 

計 9,024百万円

預り保証金等 9,507百万円

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次

のとおりであります。 

担保付債務は次のとおりで

あります。 

建物 
及び構築物 

8,075百万円

機械装置
及び運搬具 

37

土地 25 

その他 5 

計 8,144百万円

預り保証金等 9,148百万円

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

とおりであります。 

担保付債務は次のとおりであ

ります。 

建物 7,959百万円

構築物 550 

機械装置 39 

工具器具備品 4 

土地 25 

計 8,579百万円

預り保証金等 9,327百万円

  

 ２ 保証債務(保証予約を含む) 

連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。 

 

㈱ブルックスブラザーズ 

ジャパン 331百万円

その他 5百万円

  

――――――――――――― 

  

――――――――――――― 

  
※３ 当社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため取
引銀行２社と当座貸越契約及
び貸出コミットメント契約を
締結しております。 

   当中間連結会計期間末にお
ける当座貸越契約及び貸出コ
ミットメントに係る借入金未
実行残高は次の通りでありま
す。 
当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額 

12,000百万円 
貸出し実行残高 8,000百万円 
差引額     4,000百万円 

  
――――――――――――― 

  
――――――――――――― 

  

  
――――――――――――― 

  
※４ 中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、
手形交換日をもって決済処理
しております。 
なお、当中間連結会計期間
末日が金融機関の休日であっ
たため、次の中間連結会計期
間末日満期手形が、中間連結
会計期間末残高に含まれてお
ります。 

受取手形    50百万円 

支払手形    89百万円 

 
――――――――――――― 

  
  
  



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

従業員給料手当 2,194百万円

賃借料 942百万円

賞与引当金繰入額 109百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

従業員給料手当 1,815百万円

歩合家賃 2,085百万円

賃借料 909百万円

支払手数料 879百万円

賞与引当金繰入額 65百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

従業員給料手当 4,046百万円

賃借料 1,834百万円

手数料 1,598百万円

賞与引当金繰入額 134百万円

  

※２ 固定資産売却益の主な内訳 

土地売却益   32百万円

―――――――――――――― ※２ 固定資産売却益は、主に土地

201百万円であります。 

※３ 固定資産除売却損の主な内訳 

建物及び構築物除却損 

  38百万円

店舗等撤去費用 19百万円

※３ 固定資産除売却損の主な内訳 

建物及び構築物除却損 

  71百万円

   

   

   

   

※３ 固定資産除売却損は、主

に建物及び構築物115百万円

であります。 

※４ 減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、連結子会社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上

いたしました。 

連結子会社は、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位とし

て、主として店舗を基本単位と

してグルーピングしている。営

業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスである資産グループ

の帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当期減少額を減損損失

(363百万円)として計上いたし

ました。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、資産グループの

測定については、不動産鑑定評

価等を基準としております。 

場所 
用

途 

種

類 

減損損失 

(百万円) 

メンズ 

ニューヨーカー 

新橋店等 

店

舗

等 

建 

  

物 

  

363 

―――――――――――――― 
※４ 固定資産減損損失 

当連結会計年度において連結

子会社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上しまし

た。 

連結子会社は、キャッシュ・

フローを生み出す最小単位とし

て、主として店舗を基本単位と

してグルーピングしている。営

業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスである資産グループ

の帳簿価格を回収可能価額まで

減額し、当期減少額を減損損失

(363百万円)として計上いたし

ました。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額により

測定しており、資産グループの

測定については、不動産鑑定評

価等を基準としております。 

場所 
用

途 

種

類 

減損損失 

(百万円) 

メンズ 

ニューヨーカー 

新橋店等 

店

舗

等 

建 

  

物 

  

363 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  622株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

(注)１  平成14年および平成17年新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたストック・オプショ

ンであるため、残高はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 37,696,897 ― ― 37,696,897 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,797,880 622 ― 2,798,502 

会社名 内訳 
目的となる 
株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高 

（百万円）
前連結
会計年度末

増加 減少 
当中間連結 
会計期間末 

提出会社 

平成14年新株予約権 普通株式 400,000 ― ― 400,000 ― 

平成17年新株予約権
（うち、権利行使期間が 
未到来の新株予約権） 

普通株式 
26,400 ― ― 26,400 ― 

      (19,000)   

ストックオプション 

としての新株予約権 
― ― ― ― ― 13 

合計 ― ― ― ― 13 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
普通株式 1,046 30.00 平成18年3月31日 平成18年6月29日 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている金額との関係 

(平成17年９月30日) 

  

現金及び預金 3,711百万円

現金及び現金同等物 3,711百万円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている金額との関係 

(平成18年９月30日) 

  

現金及び預金 1,046百万円

現金及び現金同等物 1,046百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記され

ている金額との関係 

 (平成18年３月31日) 

現金及び預金 2,275百万円

現金及び現金同等物 2,275百万円

   



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(注) 取得価額相当額は、有形固

定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

  

区分 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 

163 106 57

ソフト 
ウェア 

240 112 128

合計 404 219 185 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (注)     同左      

区分 

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 

92 37 54

ソフト 
ウェア 

125 82 43

合計 218 120 97 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

(注) 取得価額相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占め

る未経過リース料期末残高

の割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

  

区分
  

取得
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
備品 

130 91 39 

ソフト
ウェア 

192 126 65 

合計 323 217 105 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 81百万円

１年超 103百万円

合計 185百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 45百万円

１年超 52百万円

合計 97百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 56百万円

１年超 48百万円

合計 105百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  

(注)     同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

  

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 71百万円

 減価償却費相当額 71百万円

   

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 33百万円

 減価償却費相当額 33百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 115百万円

 減価償却費相当額 115百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損

損失はありません。 

――――――――――― 
（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損

損失はありません。 



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円） 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

(単位：百万円） 

  

(当中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円） 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

(単位：百万円） 

  

(前連結会計年度) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円） 

種類 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

取得原価
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

その他有価証券       

①株式 5,477 10,901 5,423 

②債券       

国債・地方債等 11,489 11,196 △292 

③その他 10,080 11,356 1,275 

合計 27,048 33,454 6,406 

種類 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 157 

種類 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差額 

その他有価証券       

①株式 5,479 10,166 4,686 

②債券       

国債・地方債等 11,489 11,830 341 

③その他 10,078 15,508 5,429 

合計 27,046 37,504 10,458 

種類 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 151 



２ 時価評価されていない主な有価証券 

(単位：百万円） 

  

種類 
前連結会計年度末(平成18年3月31日) 

取得原価
連結貸借対照表
計上額 

差額 

その他有価証券       

①株式 5,478 12,377 6,899 

②債券       

国債・地方債等 11,489 11,279 △209 

③その他 10,061 14,205 4,144 

合計 27,028 37,861 10,833 

種類 

前連結会計年度末(平成18年3月31日) 

連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

非上場株式 152 



 (デリバティブ取引関係) 

  

(前中間連結会計期間) 

通貨関連                                （百万円） 

（注）１ 時価の算定方法 

為替予約取引の時価は、契約を締結している取引銀行から提示された価格を使用しております。

２ ヘッジ会計を適用しているものはありません。 

  

(当中間連結会計期間) 
  

通貨関連                                （百万円） 

（注）１ 時価の算定方法 

為替予約取引の時価は、契約を締結している取引銀行から提示された価格を使用しております。

２ ヘッジ会計を適用しているものはありません。 

  

  

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日  至 平成18年9月30日） 

1  ストック・オプションに係わる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用   13百万円 

取引の種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益 

為替予約取引 

買建 

  

17 

  

－ 

  

17 

  

0 

合計 17 － 17 0 

取引の種類 契約額等 契約額等のうち１年超 時価 評価損益 

為替予約取引 

買建 

  

56 

  

― 

  

56 

  

0 

合計 56 ― 56 0 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品 

   事業区分の方法は、事業者向け衣料原料事業と消費者向け衣料製品事業及び不動産賃貸等事業の３つにセグメンテーシ

ョンしております。 

  ［主要な製品の名称] 

   衣料原料……紳士服向け毛織物、婦人服向け毛織物 

   衣料製品……紳士・婦人衣料製品(スーツ、ブレザー、ジャケット、スラックス) 

   不動産賃貸等……ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等 

２  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当中間連結会計年度803百万円であり、その主

なものは、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

   ３  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これにより衣料製品事業の営業利益は31百万円増加しております。 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品 

   事業区分の方法は、事業者向け衣料原料事業と消費者向け衣料製品事業及び不動産賃貸等事業の３つにセグメンテーシ

ョンしております。 

  ［主要な製品の名称] 

   衣料原料……紳士服向け毛織物、婦人服向け毛織物 

   衣料製品……紳士・婦人衣料製品(スーツ、ブレザー、ジャケット、スラックス) 

   不動産賃貸等……ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等 

２  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当中間連結会計年度548百万円であり、その主

なものは、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

３ 売上高の計上基準の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、店頭販売価格を「売上高」に計上し、歩合家賃を「販売費及び一般管理費」に計上する方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の衣料製品事業の売上高は2,085百万円増加

し、営業費用が同額増加しております。 

  
衣料原料 
(百万円) 

衣料製品
(百万円) 

不動産賃貸等
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全社
(百万円) 

連結(百万円)

売上高     
(1) 外部顧客に対する 
売上高 

1,864 10,343 2,836 15,045 ― 15,045

(2) セグメント間の 
内部売上高 

221 48 23 292 (292) ―

計 2,086 10,392 2,859 15,338 (292) 15,045 

営業費用 2,076 10,581 1,805 14,464 451 14,915 

営業利益又は営業損失（△) 9 △189 1,053 874 (743) 130 

  
衣料原料 
(百万円) 

衣料製品
(百万円) 

不動産賃貸等
(百万円) 

計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高     
(1) 外部顧客に対する 
売上高 

1,727 11,633 2,919 16,280 ― 16,280

(2) セグメント間の 
内部売上高 

31 28 158 218 (218) ―

計 1,758 11,661 3,078 16,499 (218) 16,280 

営業費用 2,013 12,049 2,024 16,087 297 16,385 

営業利益又は営業損失（△） △254 △387 1,053 411 (516) △105 



  

前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品 

   事業区分の方法は、事業者向け衣料原料事業と消費者向け衣料製品事業及び不動産賃貸等事業の３つにセグメンテーシ

ョンしております。 

  ［主要な製品の名称] 

   衣料原料……紳士服向け毛織物、婦人服向け毛織物 

   衣料製品……紳士・婦人衣料製品(スーツ、ブレザー、ジャケット、スラックス) 

   不動産賃貸等……ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等 

２  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は当連結会計年度1,351百万円でありその主な

ものは、提出会社の管理部門に係る費用であります。 

  

  
衣料原料 
事業 
(百万円) 

衣料製品
事業 
(百万円) 

不動産賃貸等
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     
(1) 外部顧客に対する 
売上高 

3,532 21,933 5,673 31,139 ― 31,139

(2) セグメント間の 
内部売上高 

162 51 122 337 (337) ―

計 3,695 21,984 5,796 31,476 (337) 31,139 

営業費用 3,669 21,627 3,692 28,989 947 29,937 

営業利益 25 357 2,103 2,486 (1,284) 1,201 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

(注) １  国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２  日本以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア…中国 

３  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は803百万円であり、その主なものは、提出会社

の管理部門に係る費用であります。 

４  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これにより日本の営業利益は31百万円増加しております。 

  

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

(注) １  国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２  日本以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア…中国 

３  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は548百万円であり、その主なものは、提出会社

の管理部門に係る費用であります。 

４ 売上高の計上基準の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、店頭販売価格を「売上高」に計上し、歩合家賃を「販売費及び一般管理費」に計上する方法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の日本の売上高は2,085百万円増加し、営業

費用が同額増加しております。 

  

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高           

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

14,429 615 15,045 ― 15,045

(2) セグメント間の 
内部売上高 

421 1,110 1,531 (1,531) ―

計 14,850 1,725 16,576 (1,531) 15,045 

営業費用 14,048 1,650 15,699 (783) 14,915 

営業利益 801 75 877 (747) 130 

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高           

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

15,813 467 16,280 ― 16,280

(2) セグメント間の 
内部売上高 

591 1,456 2,047 (2,047) ―

計 16,404 1,923 18,327 (2,047) 16,280 

営業費用 15,979 1,933 17,913 (1,527) 16,385 

営業利益又は営業損失（△） 424 △10 414 (519) △105 



前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

  

(注) １  国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・中国 

３  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,351百万円であり、その主なものは、親会社

の管理部門に係る費用であります。 

  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至

平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  日本(百万円) アジア(百万円) 計(百万円)
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高           

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

30,259 879 31,139 ― 31,139

(2) セグメント間の 
内部売上高 

970 3,215 4,185 (4,185) ―

計 31,229 4,095 35,324 (4,185) 31,139 

営業費用 28,669 4,161 32,831 (2,893) 29,937 

営業利益又は営業損失（△） 2,559 △65 2,493 (1,291) 1,201 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
１株当たり純資産額  1,050円58銭
  
１株当たり中間純損失  25円51銭 

  
１株当たり純資産額  1,005円78銭
  
１株当たり中間純利益   4円 1銭 

１株当たり純資産額  1,039円68銭
  
１株当たり当期純利益   3円37銭 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、潜在株
式は存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益   3円95銭 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益   3円34銭 

  前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

①１株当たり中間（当期）純利益金額 

 又は１株当たり中間純損失金額 

      

中間（当期）純利益又は 

中間純損失（△）（百万円） 
 △984   139   182 

普通株主に帰属しない金額（百万円) 

利益処分による役員賞与金 

  

  ― 

  

  ―   48 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は普通株式に係る中間純損失（△） 

（百万円） 

 △984   139   134 

期中平均株式数（千株） 38,580 34,898 39,764 

②潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 

      

中間（当期）純利益調整額（百万円)   ―   ―   ― 

普通株式増加数（千株） 

新株予約権 

  

  ― 

  

  446   426 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権 

株主総会の特別決議日

平成14年6月27日（新

株予約権の数400個）

及び株主総会の特別決

議日 平成17年６月29

日（新株予約権の数

264個） 

これらの詳細について

は、第４提出会社の状

況１株式等の状況

（２）新株予約権等の

状況に記載のとおりで

あります。 

  ――――――― 
第4回無担保転換社債

(平成8年度8月28日発

行)。なお、概要は

「社債明細表」に記載

のとおりであります。 



  

(重要な後発事象) 

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日) 

（自己株式の処分について） 

  

平成17年10月18日及び平成17年

11月18日開催の取締役会において、

自己株式の処分を行うこととその条

件を決議いたしました。 

当社の社員及び関係会社に転籍

する現当社の社員に対する株式割当

であります。 

自己株式の処分株数 

普通株式 1,208,000株 

処分の価格 

一株当たり   1,310円 

処分の総額 

1,582百万円 

処分の時期 

払込期日  平成17年12月5日 

  

 自己株式の処分に関する手続きが

平成17年12月５日に完了いたしまし

た。 

株式の総数  

普通株式 1,102,000株 

処分価額  

１株につき    1,310円 

処分価額の総額    

 1,443百万円 

払込期日      

平成17年12月5日 

株式の処分先 

当社の社員４名、関係会社の役員

22名及び関係会社の社員186名の合

計212名 

 処分後の自己株式数    

594,796株 

――――――――――――― ――――――――――――― 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     1,766   284    1,010  

２ 受取手形 ※６   394   394    395  

３ 売掛金     94   92    101  

４ 未収金     3,961   755    923  

５  短期貸付金     3,260   2,931    2,595  

６ 繰延税金資産     756   354    580  

７ その他     177   232    248  

 貸倒引当金     △231   △1,015    △263  

流動資産合計     10,180 13.5  4,030 5.6   5,592 7.5

Ⅱ 固定資産                

１ 有形固定資産 ※1・ 
2        

(1) 建物     15,792   14,154    14,986  

(2) その他     1,404   1,280    1,339  

計     17,196   15,435    16,325  

２ 無形固定資産     289   208    245  

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券     46,441   50,856    50,865  

(2) その他     1,253   1,908    1,902  

貸倒引当金     △234   △301    △234  

計     47,460   52,462    52,533  

固定資産合計     64,946 86.5  68,105 94.4   69,104 92.5

資産合計     75,127 100.0  72,136 100.0   74,696 100.0

                 



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)                

Ⅰ 流動負債                

１ 支払手形 ※６   714   737    704  

２ 短期借入金    4,620 9,950   9,650 

３ 長期借入金 
（１年以内）     ―   2,916    2,291  

４ 未払金     2,806   1,082    1,143  

５ 未払法人税等     49   28    193  

６ 賞与引当金     22   8    8  

７ その他 ※５   1,426   2,147    2,424  

流動負債合計     9,639 12.8  16,871 23.4   16,415 22.0

Ⅱ 固定負債                

１ 長期借入金 ※４   8,000   6,251    7,709  

２  預り保証金   ※２   11,641   11,311    11,429  

３ 長期前受金 ※２   1,440   1,344    1,392  

４ 繰延税金負債     3,297   5,156    5,479  

５ 退職給付引当金     1,412   ―    ―  

６ 役員退職慰労引当金     437   341    437  

７ 関係会社 
投資損失引当金     ―   316    ―  

固定負債合計     26,229 34.9  24,721 34.3   26,448 35.4

負債合計     35,869 47.7  41,593 57.7   42,863 57.4

(資本の部)                

Ⅰ 資本金     6,891 9.2  ― ―   6,891 9.2

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金   8,147    ―   8,147    

２ その他資本剰余金   1,501    ―   1,486    

資本剰余金合計     9,648 12.8  ― ―   9,633 12.9

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金   959    ―   959    

２ 任意積立金   11,734    ―   11,734    

３ 中間(当期) 
未処分利益   8,464   ― 882   

利益剰余金合計     21,158 28.2  ― ―   13,576 18.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    3,803 5.1 ― ―   6,427 8.6

Ⅴ 自己株式     △2,244 △3.0  ― ―   △4,696 △6.3

資本合計     39,257 52.3  ― ―   31,833 42.6

負債・資本合計     75,127 100.0  ― ―   74,696 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)                

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金     ― ―  6,891 9.5   ― ―

２ 資本剰余金                

(1) 資本準備金   ―    8,147   ―    

(2) その他資本剰余金   ―    1,486   ―    

資本剰余金合計     ― ―  9,633 13.4   ― ―

３ 利益剰余金                

(1) 利益準備金   ―    959  1.3 ―    

(2) その他利益剰余金                

固定資産 
圧縮積立金   ―    3,344   ―    

別途積立金   ―    8,090   ―    

繰越利益剰余金   ―    103   ―    

利益剰余金合計     ―   12,496 17.3   ― ―

４ 自己株式     ―   △4,697 △6.5   ―  

株主資本合計     ―   24,324 33.7   ―  

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券 
  評価差額金     ―   6,204    ―  

評価・換算差額等 
合計     ― ―  6,204 8.6   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ―  13 0.0   ― ―

純資産合計         30,542 42.3   ― ―

負債純資産合計     ― ―  72,136 100.0   ― ―

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高     2,594 100.0   2,694 100.0   5,201 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,587 61.2   1,679 62.3   3,205 61.6 

売上総利益     1,006 38.8   1,015 37.7   1,996 38.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     798 30.8   548 20.4   1,350 26.0 

営業利益     208 8.0   466 17.3   645 12.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,112 42.9   1,058 39.3   2,172 41.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２   222 8.6   260 9.7   494 9.5 

経常利益 
    1,098 42.3 1,264 46.9  2,323 44.7

Ⅵ 特別利益 ※３   268 10.3   ― ―   624 12.0 

Ⅶ 特別損失 ※４   2,231 86.0   1,148 42.6   2,353 45.3 

税引前中間（当期） 
純利益又は税引前 
中間純損失（△） 

  △864 △33.3 115 4.3  594 11.4

法人税、住民税 
及び事業税   109   7 18   

過年度法人税等 
  

法人税等調整額 

  
  

△99
  

△646 
  

△636 △24.5 

36
  
56 100 3.7

82 
  

△89 
  
11 0.2

  
中間（当期）純利益 
又は中間純損失（△） 

  △228 △8.8 15 0.6  582 11.2

前期繰越利益     8,693           8,693   

利益による 
自己株式償却額     ―           8,393   

中間（当期） 
未処分利益   8,464  882 

                



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

（注）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

次へ 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 
資本 

準備金 

その他 

資本剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 

利益剰余金
合計 固定資産 

圧縮積立金

別途 

積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日

残高(百万円) 
6,891 8,147 1,486 9,633 959 3,644 8,090 882 13,576 △4,696 25,405 

中間会計期間中の

変動額 
                      

剰余金の配当（注)               △1,046 △1,046   △1,046 

中間純利益               15 15   15 

自己株式の取得                   △1 △1 

役員賞与（注）               △48 △48   △48 

圧縮積立金取崩額

（注） 
          △300   300 ―   ― 

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

                      

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

― ― ― ― ― △300 ― △779 △1,079 △1 △1,080 

平成18年９月30日

残高(百万円) 
6,891 8,147 1,486 9,633 959 3,344 8,090 103 12,496 △4,697 24,324 

  
評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日

残高(百万円) 
6,427 6,427 ― 31,833 

中間会計期間中の

変動額 
        

剰余金の配当（注)       △1,046 

中間純利益       15 

自己株式の取得       △1 

役員賞与（注）       △48 

圧縮積立金取崩額

（注） 
      ― 

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額) 

△222 △222 13 △209 

中間会計期間中の
変動額合計 
(百万円) 

△222 △222 13 △1,290 

平成18年９月30日

残高(百万円) 
6,204 6,204 13 30,542 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

製品、仕掛品及び原材料 

……総平均法による低価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

――――――――――― 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

――――――――――― 

(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定している) 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格に基づく

時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定している） 

②時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(3) デリバティブ 

時価法 

②時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

  

②時価のないもの 

同左 

――――――――――― 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

本社ビル及び賃貸固定資産の

一部は定額法、その他は定率法

によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を

除く)については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  

建物 10年～50年 

その他 10年～20年 
  

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

  

同左 

  

  

  

  

  

  

  

(2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

  

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため一般債権については貸

倒実績繰入率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  

同左 

  

  

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  

同左 

  

  



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与

に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期末において発

生していると認められる額を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異につ

いては、翌期に費用処理するこ

ととしております。 

  

―――――――――― 

(3) 退職給付引当金 

企業年金基金制度について
は平成18年3月31日をもって終
了し、平成18年4月1日より確
定拠出年金制度へ移行してお
ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職金の支給に備える

ため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。 

平成17年６月29日開催の株主

総会の決議により、役員退職慰

労金制度を廃止しております。 

なお、役員退職慰労引当金の

既引当残高は各役員の退職時に

当該役員に対する引当額を取り

崩して支給することとしており

ます。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

   (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給

見込額を計上しております。 

平成17年６月29日開催の株主

総会の決議により、役員退職慰

労金制度を廃止しております。 

なお、役員退職慰労引当金の

既引当残高は各役員の退職時に

当該役員に対する引当額を取り

崩して支給することとしており

ます。 

  

―――――――――― 

(4) 関係会社投資損失引当金 

関係会社の投資損失に備える

ため、関係会社の財政状態等を

勘案し、損失負担見込額を計上

しております。 

  

  

―――――――――― 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

―――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

  
―――――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基

準第5号平成17年12月9日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第8

号平成17年12月9日)を適用して

おります。 

なお、従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は30,529

百万円であります。 

中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しており

ます。 

―――――――――――― 

  
―――――――――――― 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当中間会計期間から「スト

ック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準第8号平

成17年12月27日)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第11号平成18年5月

31日)を適用しております。こ

の変更による損益への影響は軽

微であります。 

―――――――――――― 

前中間会計期間 当中間会計期間



  

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収金」（前中間会計期間

870百万円）については、資産総額の100分の5超となっ

たため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

―――――――――――――――――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

18,209百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産  

  

  

  

担保付債務 

建物 8,363百万円

その他 661 

計 9,024百万円

預り保証金等 9,507百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

19,965百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産  

  

  

  

担保付債務 

建物 7,561百万円

その他 582 

計 8,144百万円

預り保証金等 9,148百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

19,078百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

担保付債務 

建物 7,959百万円

構築物 550 

機械装置 39 

工具器具備品 4 

土地 25 

計 8,579百万円

預り保証金等 9,327百万円

  

３ 保証債務(保証予約を含む) 

  

※４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行２社と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結して

おります。 

当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高は

次の通りであります。 

  

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額  

12,000百万円 

貸出し実行残高 8,000百万円 

差引額     4,000百万円 

  

大同利美特 

(上海）有限公司 
1,529百万円

大同利美特時装 

(上海）有限公司 
260 

(株)ブルックス 

ブラザーズジャパン 
331 

その他 51 

計 2,173百万円

  

３ 保証債務(保証予約を含む) 

大同利美特 

(上海）有限公司 
1,800百万円

大同利美特時装 

（上海）有限公司 
260 

その他 76 

計 2,136百万円

    

  

３ 保証債務(保証予約を含む) 

大同利美特 

(上海）有限公司 
1,850百万円

大同利美特時装 

（上海）有限公司 
260 

その他 35 

計 2,145百万円

    

――――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※５ 仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺し、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※５ 仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺し、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

――――――――――――― 



  

  

次へ 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

――――――――――――― 
※６ 中間会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

なお、当中間会計期間末日

が金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満

期手形が、中間会計期間末残

高に含まれております。 

  

受取手形    33百万円 

支払手形    5百万円 

――――――――――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （注）普通株式の自己株式の増加622株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

   

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※1 営業外収益の主要項目 

※2 営業外費用の主要項目 

受取利息 25百万円

有価証券利息 279百万円

受取配当金 792百万円

   

支払利息 156百万円

   

   

※1 営業外収益の主要項目 

※2 営業外費用の主要項目 

受取利息 18百万円

有価証券利息 305百万円

受取配当金 692百万円

   

支払利息 209百万円

   

   

※1 営業外収益の主要項目 

※2 営業外費用の主要項目 

受取利息 47百万円

有価証券利息 544百万円

受取配当金 1,524百万円

   

支払利息 315百万円

   

※3 特別利益の主要項目 

※4 特別損失の主要項目 

特別加算退職金 2,112百万円

  

退職給付引当金
戻入益 

166百万円

投資有価証券 
売却益 

101百万円

   

退職金制度の廃止に伴う 

損失であります。 

投資有価証券 
売却損 

96百万円

固定資産除却損 12百万円

――――――――――――― 

  

  

  

  

※4 特別損失の主要項目 

貸倒引当金
繰入 

810百万円

関係会社
投資損失 
引当金繰入 

316百万円

   

※3 特別利益の主要項目 

※4 特別損失の主要項目 

確定拠出年金 
移行差額 

340百万円

固定資産
売却益 

169百万円

   

特別加算退職金 2,204百万円

投資有価証券
売却損 

99百万円

固定資産
除売却損 

49百万円

  

  

5 減価償却実施額 

有形固定資産 929百万円

無形固定資産 51百万円

  

5 減価償却実施額 

有形固定資産 927百万円

無形固定資産 49百万円

  

5 減価償却実施額 

有形固定資産 1,856百万円

無形固定資産 102百万円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 2,797,880 622 ― 2,798,502 



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

  

区分 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 

108 71 37

ソフト 
ウェア 

133 66 67

合計 242 137 105 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (注)      同左 

  

区分 

取得
価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具 
備品 

78 30 48

ソフト 
ウェア 

123 81 41

合計 201 112 89 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

(注) 取得価額相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  

区分

取得
価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末 
残高 
相当額 
(百万円)

工具器具
備品 

100 69 30 

ソフト
ウェア 

141 87 53 

合計 241 157 84 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 49百万円

１年超 55百万円

合計 105百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 41百万円

１年超 47百万円

合計 89百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 41百万円

１年超 42百万円

合計 84百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

  

(注)       同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 55百万円

 減価償却費相当額 55百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 25百万円

 減価償却費相当額 25百万円

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 支払リース料 82百万円

 減価償却費相当額 82百万円

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

  

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損

損失はありません。 

 ――――――――――― （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損

損失はありません。 



(有価証券関係) 

  

(前中間会計期間) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

(当中間会計期間) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

(前事業年度) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前へ   次へ 



 (重要な後発事象) 

  

前へ     

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（自己株式の処分について） 

  

平成17年10月18日及び平成17年

11月18日開催の取締役会において、

自己株式の処分を行うこととその条

件を決議いたしました。 

当社の社員及び関係会社に転籍

する現当社の社員に対する株式割当

であります。 

自己株式の処分株数 

普通株式 1,208,000株 

処分の価格 

一株当たり   1,310円 

処分の総額 

1,582百万円 

処分の時期 

払込期日  平成17年12月5日 

  

自己株式の処分に関する手続きが

平成17年12月５日に完了いたしまし

た。 

 株式の総数  

普通株式 1,102,000株 

 処分価額  

１株につき   1,310円 

 処分価額の総額 

     1,443百万円 

 払込期日 

      平成17年12月5日 

株式の処分先 

当社の社員４名、関係会社の役

員22名及び関係会社の社員186名の

合計212名 

処分後の自己株式数 

   594,796株 

――――――――――――― ――――――――――――― 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

１ 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 

  平成18年4月14日 関東財務局長に提出 

  

２ 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 

  平成18年5月15日 関東財務局長に提出 

  

３ 臨時報告書 

  証券取引法第２４条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第１９条第２項第４号の規定に基づくも

の 

  平成18年5月31日 関東財務局長に提出 

  

４ 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 

  平成18年6月15日 関東財務局長に提出 

  

５ 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第83期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  平成18年6月30日 関東財務局長に提出 

  

６ 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 

  平成18年7月14日 関東財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



独立監査人の中間監査報告書 

平成１７年１２月２７日

株 式 会 社  ダ イ ド ー リ ミ テ ッ ド 

 取 締 役 会  御 中 

新日本監査法人 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ダイドーリミテッドの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度

の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
 会計処理の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適

用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 
  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

指定社員 
業務執行社員 公認会計士   太 田 周 二 ㊞ 

    
指定社員 
業務執行社員 公認会計士   原   勝 彦 ㊞ 



独立監査人の中間監査報告書 

平成１８年１２月２２日

株 式 会 社  ダ イ ド ー リ ミ テ ッ ド 

 取 締 役 会  御 中 

新日本監査法人 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ダイドーリミテッドの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度

の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
会計処理の変更に記載されているとおり、会社は売上高の計上基準を変更した。 

  
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

指定社員 
業務執行社員 公認会計士   太 田 周 二 ㊞ 

    
指定社員 
業務執行社員 公認会計士   原   勝 彦 ㊞ 



独立監査人の中間監査報告書 

平成１７年１２月２７日

株 式 会 社  ダ イ ド ー リ ミ テ ッ ド 

 取 締 役 会  御 中 

新日本監査法人 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ダイドーリミテッドの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８３期事業

年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッドの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

指定社員 
業務執行社員 公認会計士   太 田 周 二 ㊞ 

    
指定社員 
業務執行社員 公認会計士   原   勝 彦 ㊞ 



独立監査人の中間監査報告書 

平成１８年１２月２２日

株 式 会 社  ダ イ ド ー リ ミ テ ッ ド 

 取 締 役 会  御 中 

新日本監査法人 

  

  

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ダイドーリミテッドの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第８４期事業

年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッドの平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

指定社員 
業務執行社員 公認会計士   太 田 周 二 ㊞ 

    
指定社員 
業務執行社員 公認会計士   原   勝 彦 ㊞ 
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